
津市公告第４３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画公園事業

５・５・３中勢グリーンパークの変更認可に係る図書の写しの送付があったの

で、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定に

より、次の場所において縦覧に供する。 

平成１９年３月２６日 

 

                                   津市長 松 田 直 久 

 

縦覧場所 

  津市西丸之内２３番１号 

  津市都市計画部公園緑地課 

 

 

 



津市公告第４４号 

三重県知事による津都市計画公園事業の変更認可の告示があったので、都市

計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき次のとおり公告

する。 

平成１９年３月２６日 

 

                                   津市長 松 田 直 久 

 

１ 施行者の名称 

    津 市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

    津都市計画公園事業 

    ５・５・３中勢グリーンパーク 

３ 事務所の所在地 

    津市西丸之内２３番１号 

４ 事業施行期間 

    平成９年９月１９日から平成２４年３月３１日まで 

５ 事業地 

  (1) 収用の部分 

      変更なし 

  (2) 使用の部分 

      なし 



津市公告第４５号  
 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０条第１項の規定により、

津市久居野村地区土地区画整理事業の事業計画の変更の認可を受けたので、同

条第３項において準用する同法第９条第４項の規定により当該図書を縦覧に供

する。  
  平成１９年３月２６日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
１ 事業の名称  
  津市久居野村地区土地区画整理事業  
２ 変更の内容  
  事業の施行期間について「平成１８年８月１８日から平成１９年３月３１

日まで」を「平成１８年８月１８日から平成１９年９月３０日まで」に変更  
３ 変更認可の年月日  
  平成１９年３月２０日  
４ 縦覧場所  

津市都市計画部都市計画課  
５ 縦覧時間  
  午前８時３０分から午後５時１５分まで  



津市公告第４６号  
 三重県知事による津都市計画下水道事業の変更認可の告示があったので、都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき、次のとおり

公告する。  
平成１９年３月３０日  

 
                                       津市長 松 田 直 久   

 
１   施行者の名称  
    津市  
２   都市計画事業の種類及び名称  
    津都市計画下水道事業  

流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区）  
流域関連河芸町公共下水道  

３   事務所の所在   
  津市西丸之内２３番１号  
４ 事業施行の期間  
  平成１０年３月１７日から平成２２年３月３１日まで  
５   事業地  
（１）収用の部分  

変更なし  
（２）使用の部分  

平成１０年三重県告示第９８号、平成１０年三重県告示第１３９号、

平成１３年三重県告示第３１７号、平成１３年三重県告示第４６１号、

平成１５年三重県告示第６１２号、平成１６年三重県告示第２５６号、

平成１６年三重県告示第２５７号、平成１７年三重県告示第５６４号及

び平成１７年三重県告示第７４６号の事業地に白塚町字石神を加え、白

塚町字九門久、字鎌田及び字北出山地内において事業地を変更する。



津市公告第４７号  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画下水道事

業流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区）、流域関連河芸町公共下水道の変

更認可に係る図書の写しの送付があったので、同法第６３条第２項の規定にお

いて準用する同法第６２条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供す

る。  
平成１９年３月３０日  

 
                      津市長 松 田 直 久   

 
縦覧場所  
  津市殿村５番地  
  津市下水道部下水道管理課  

 
 
 
 
 



津市公告第４８号  
 三重県知事による津都市計画下水道事業の変更認可の告示があったので、都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき、次のとおり

公告する。  
平成１９年３月３０日  

 
                                       津市長 松 田 直 久   

 
１   施行者の名称  
    津市  
２   都市計画事業の種類及び名称  
    津都市計画下水道事業  

流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）  
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）関連久居市公共下水道  
流域関連香良洲町公共下水道  

３   事務所の所在   
  津市西丸之内２３番１号  
４ 事業施行の期間  
  昭和４９年３月２６日から平成２２年３月３１日まで  
５   事業地  
（１）収用の部分  

変更なし  
（２）使用の部分  

昭和４９年三重県告示第２０１号、昭和５４年三重県告示第１５５号、

昭和５８年三重県告示第１０７号、昭和５８年三重県告示第５２５号、

昭和６１年三重県告示第２８３号、昭和６２年三重県告示第６０９号、

昭和６３年三重県告示第１４２号、昭和６３年三重県告示第１７３号、

昭和６３年三重県告示第４００号、平成２年三重県告示第３２３号、平

成２年三重県告示第４７２号、平成４年三重県告示第５８４号、平成５

年三重県告示第５０４号、平成７年三重県告示第４３号、平成７年三重

県告示第４０５号、平成８年三重県告示第３７８号、平成１０年三重県

告示第１７５号、平成１１年三重県告示第１１８号、平成１１年三重県

告示１４６号、平成１１年三重県告示第４５３号、平成１３年三重県告

示第４８号、平成１３年三重県告示第１２７号、平成１３年三重県告示

第４２４号、平成１６年三重県告示第８号、平成１６年三重県告示第２



０９号、平成１６年三重県告示第１０１２号、平成１７年三重県告示第

４７号及び平成１７年三重県告示第２９７号の事業地のうち久居新町及

び久居新町字丸田地内において事業地を変更する。



津市公告第４９号  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画下水道事

業流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）、中勢沿岸流域下水道（雲出川

左岸処理区）関連久居市公共下水道、流域関連香良洲町公共下水道の変更認可

に係る図書の写しの送付があったので、同法第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供する。  
平成１９年３月３０日  

 
                      津市長 松 田 直 久   

 
縦覧場所  
  津市殿村５番地  
  津市下水道部下水道管理課  

 




